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令和８年３月３０日 

 

 

令和８年第１回定例会 文書質問 

横田 ゆう 議員 

 

 

回 答 書 

 

高齢者補聴器購入費用助成について 

質問の要旨

① 

足立区は令和２年度から、東京都の補助事業を活用し、高齢者補聴器購

入費用助成を行っている。令和４年度１５４件（住民税非課税世帯、生活

保護受給者）、令和５年度４５５件（所得要件９４４万以下）、令和６年度  

７７９件（所得要件の撤廃）、合計１，３８８名の方が支給されました。 

東京都は、令和６年度から「聞こえのコミュニケーション事業」として、

加齢性難聴に関する高齢者本人や周囲の早期の気づきと対応への支援に

より、本人のコミュニケーションの機会確保に向けた取り組みを進め、介

護予防につなげる事業として①適正な補聴器支給（１/２補助）に加え、

②加齢性難聴に関わる普及啓発（１０／１０補助）を補助対象とした。 

わが党は、令和７年第２回定例会で補助上限５０，０００円の引き上げ

を求めたところ、「２３区の中で中位に位置していると認識しており、現

時点では上限額の引き上げは考えていない」と答弁がありました。 

しかし、一般的に補聴器は高額で、片耳１０万円、両耳で２０万円以上

かかると言われており、購入したくても、購入できない方がいます。 

ある非課税世帯の方にお話を聞くと、「どうせ５万円では買えないから」

と最初からあきらめているという事でした。このような方は少なくありま

せん。 

葛飾区、台東区では住民税非課税の方に対して１４４，９００円補助、

住民税課税の方は半額を助成しています。 

１．足立区でも、非課税者の補助上限を早急に引き上げるべきではない

か。 

２．また、補聴器が高額だと思い込み、購入を諦めてしまう方がいない

よう５０，０００円程で購入できる補聴器がある周知を進めるべきで

はないか。 

 

 



2 

 

回  答 

① 

助成額の増額につきましては、補助率２分の１である都の補助金を有効

活用するとともに、高齢者施策の中での優先順位を見極めながら検討して

まいります。 

また、５０，０００円程で購入できる補聴器の周知を進めるべきとのご

質問についてですが、補聴器は精密な医療機器であり、本人の聴力に合わ

せるための調整が重要となります。本人に合う補聴器を価格も含めてご検

討いただくことが望ましいと考えているため、５０，０００円程で購入で

きる補聴器を区から周知することは考えておりません。 

 

（担当所管：福祉部 高齢者施策推進室 高齢者地域包括ケア推進課） 

質問の要旨

② 

３．フレイル予防になる加齢性難聴の早期の気づきの重要性や、聞こえの

相談と補助制度、補聴器利用の重要性について、高齢者だけでなく、区

民に対して、あだち広報やホームページ、ポスター等で普及啓発を進め

るべきではないか。 

回  答 

② 

フレイル予防や認知症予防の面からも難聴は、早めの気づきが重要だと

考えています。認知症条例等を区民に知らせる際に、高齢者の家族の方や

４０代、５０代の方等へも加齢性難聴の早期の気づきの重要性について、

区のイベントやあだち広報、ホームページ等で周知を行ってまいります。 

また、障がい福祉センターあしすとでは、きこえの相談として難聴に気

づき、予防につなげる相談を、高齢者だけでなく実施しており、あだち広

報やホームページに加え、地域包括支援センターでのチラシの配布などに

よる普及啓発を継続してまいります。 

高齢者補聴器購入費用助成についても、引き続き、区ホームページや担当

課窓口にて周知に努めてまいります。 

 

（担当所管：福祉部 高齢者施策推進室 高齢者地域包括ケア推進課、 

福祉部 障がい福祉センター） 

 


